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女性の意見を聴く会 
～みんなでジェンダーギャップを考える～ 

資    料 
 

１ 自治会について 

参加者の意見 

● 自治会、女性 

● 自治会の役決めで女性が出ることに対して言われる。 

● 習慣、しきたりがあるため、自治会の女性の難しさ 

● 自治会役員は夫婦でやればよい！ 

 

 

現  状 

● 自治会等における女性役員の割合 

 

  女性の数（44）÷全団体数（247）≒17.81％ (※参考 昨年度 10.52%) 
 

連合自治会名 男性 女性 

白鳳 26 10 

渋川 18 2 

瑞鳳 16 5 

三郷 25 2 

旭 27 2 

本地ヶ原 22 5 

東栄 19 6 

城山 21 4 

旭丘 18 6 

未加入 11 2 

計 203 44 

※ 名簿の氏名でカウント 
 
 

● 自治会・町内会は、世帯で加入するため、会長を世帯主の名前としていることが多い。 

  よって、男性が多くなっていると考えられる。 

● 会長は男性が多いが、実際の自治会・町内会活動は女性が行っていることが多く、世帯

内でうまく分担して活動している世帯も多い。 

● 実際に、総会等に出席しているのは、女性のほうが多いところもある。 

● 担当課において自治会等の役決めの際に、慣習・しきたりにより、女性が何か言われた

といった相談は受けていない。 
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２ 小学校の黄色帽子について 

参加者の意見 

● 黄色の帽子のハット・キャップの別 

● 小学校制帽の男女の違い 

 

 

 

 

現  状 

● 小学校の黄色帽子について 

  令和５年度までは、性別によって男子児童は野球帽、女子児童はメトロ帽又はキャスケッ

トと黄色帽子の種類が決められていたが、令和６年４月入学の児童から黄色帽子の種類が

自由に選べるようになった。就学時健康診断の際に、保護者・入学予定児童が選択してい

る。 

 

 

 

 

 

 

３ PTAについて 

参加者の意見 

● 小学校の PTA会長は男性、母代は女性が既定路線？会長が女性だった場合、父代はあ

る？ 

● 尾張旭市は PTA母代という名前はなくなった？ 

● PTAは共働き家庭前提の制度？ 

 

 

現  状 

● 令和５年度、市内小中学校１２校中、１校において PTA会長が女性である。 

● 令和５年５月に尾張旭市小中学校 PTA 連絡協議会会則の改正を行い、「母親代表（母

代）」という表記をなくし、「その他役員」や「家庭教育委員」に変更した。 

● 過去（会則改正前）に、男性が「母親代表（母代）」を務めたことがあるが、「父親代表（父

代）」とはならなかった。 

● PTA の活動が共働き家庭前提の制度になっているかについては、各学校によって運用

が異なるが、現状、様々な家庭の保護者が参加している。 

 

 

 


